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苫前町店舗新築事業補助金交付要綱

（目的）
第１条 この要綱は、商業用店舗等を新築した者に対し、その費用の一部
を補助することにより町の活性化を図ることを目的とする。

（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。

（１） 店舗 本町において、別表１に定める業種による営業（風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２
２号）第２条第１項及び第５項に規定する営業を行うものを除く。）
の用に供される施設をいう。

（２） 中小企業者等 次のアからウのいずれかに該当するものをいう。
ア 資本の額又は出資の額が５千万円以下の会社並びに常時使用す
る従業員の数が５０人以下の会社及び個人であって、小売業に属
する事業を主たる事業として営む者

イ 資本の額又は出資の額が５千万円以下の会社並びに常時使用す
る従業員の数が１００人以下の会社及び個人であって、サービス
業及び不動産賃貸業に属する事業を主たる事業として営む者

ウ 商店街の振興及び町民生活の向上に寄与すると認められる公益
法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の法人又は団体

（３） 起業家 新たに創業を目指し、実際に事業を着手する者をいう。
（４） 創業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、又

は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、会社が事業を開
始することをいう。

（５） 新築 町内に新築する工事をいう。

（補助金の内容）
第３条 町長は、中小企業者等及び新たに創業する起業家が店舗の新築工
事を行った場合は、工事費の一部を補助するため、予算の範囲内で、補
助金を交付することができる。

２ 当該店舗は１年以上継続して営業活動を行うものとする。ただし、町
長が特に認めるときは、この限りではない。

（補助金の交付対象者）
第４条 店舗の新築工事に対して補助金の交付を受けることができる者
（以下「対象者」という。）は、新築工事を行う店舗の所有者であって、
次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

（１） 苫前町内に住所を有する者
（２） 町商工会の会員である者
（３） 町税その他町の収入金を滞納（過年度分）していない者
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補
助金の交付対象者にはしないものとする。

（１） 第９条に規定する補助金の交付決定の日から１年以内に事業の用
に供しない場合

（２） その他町長が不適当であると認める場合
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（補助金の交付対象となる店舗）
第５条 補助金の交付対象となる店舗は、町内に新築される店舗とする。

（補助金の交付対象となる工事費）
第６条 補助金の交付対象となる店舗の新築工事費（消費税等を除く。）
は、５００万円以上とする。

（補助金の額等）
第７条 補助金の額は、町内に事業所（本社又は支店等）がある法人又は
町内に住所のある個人事業所で施工した新築工事費（消費税等を除く。）
の５分の２以内に相当する額とする。ただし、補助金の額が２００万円
を超える場合は、最大２００万円を上限とする。

（補助金の交付申請）
第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、
店舗の新築工事の着手前に苫前町店舗新築補助事業交付申請書（別記様
式第１号）に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければなら
ない。

（１） 住民票（戸籍謄本又は法人登記簿謄本）
（２） 事業計画書（別記様式第２号）
（３） 新築工事計画図
（４） 工事費内訳書
（５） 工事請負契約書又は見積書の写し
（６） 新築工事の着手前の写真
（７） 町税その他町の収入金を滞納（過年度分）していないことが確認

できる資料
（８） 町商工会の推薦書（別記様式第３号）
（９） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

（補助金の交付決定）
第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の
可否を決定し、苫前町店舗新築補助事業交付決定（却下）通知書（別記
様式第４号）により、申請者に通知するものとする。

（申請の変更）
第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決
定者」という。）は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、苫
前町店舗新築補助事業変更承認申請書（別記様式第５号）に次に掲げる
関係書類を添えて、あらかじめ町長に変更の承認を申請しなければなら
ない。

（１） 新築工事変更計画図
（２） 工事費変更内訳書
（３） 工事請負契約書又は見積書の写し
（４） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
２ 町長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内
容を審査し、変更の可否を決定し、苫前町店舗新築補助事業変更承認（不
承認）通知書（別記様式第６号）により、交付決定者に通知するものと
する。
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（中止の届出）
第１１条 交付決定者は、決定を受けた店舗の新築工事を中止しようとす
るときは、苫前町店舗新築補助事業工事中止届（別記様式第７号）に
より、町長に届け出なければならない。

（着手の届出）
第１２条 交付決定者は、店舗の新築工事に着手したときは、苫前町店舗
新築補助事業工事着手届（別記様式第８号）に次の関係書類を添えて、
速やかに町長に届け出なければならない。

（１） 新築工事の着手前の写真

（完了届等）
第１３条 交付決定者は、店舗の新築工事が完了したときは、苫前町店舗
新築補助事業工事完了届（別記様式第９号）に次に掲げる関係書類を添
えて、速やかに町長に届け出なければならない。

（１） 新築工事の着手前、工事中及び完了時の写真
（２） 新築工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
（３） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
２ 町長は、前項の規定により届出があったときは、届出を受けた日から
１４日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか
の検査を当該職員に行わせるものとする。

（補助金の額の確定等）
第１４条 町長は、前条第２項に規定する検査の結果、補助金の交付決定
の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、苫前町店舗新
築補助事業補助金額確定通知書（別記様式第１０号）により、交付決定
者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の規定による補助金の額を確定した後に、交付決定者か
らの苫前町店舗新築補助事業請求書（別記様式第１１号）による請求に
より、補助金を交付するものとする。

（補助金の交付決定の取消）
第１５条 町長は、交付決定者が偽り、その他不正の手段で補助金の交付
を受けたときは当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すこと
ができる。

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するも
のとする。

（補助金の返還）
第１６条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したとき、既に交付して
いる補助金を期間を定めて返還を命ずるものとする。

２ 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむ
を得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命
令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
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（その他）
第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
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別表１（第２条第１項第１号関係）

大分類 中分類 小分類

Ｉ卸売業、小売業 ５６各種商品小売業 ５６９その他の各種商品小売業

（従業者が常時５０人未満の

もの）

５７織物・衣類・身の回 ５７０管理、補助的経済活動を行

り品小売業 う事業所を除く左記分類業

種

５８飲食料品小売業 ５８０管理、補助的経済活動を行

う事業所を除く左記分類業

種

５９機械器具小売業 ５９０管理、補助的経済活動を行

う事業所を除く左記分類業

種

６０その他の小売業 ６００管理、補助的経済活動を行

う事業所を除く左記分類業

種

Ｋ不動産業、物品賃 ７０物品賃貸業 ７０９その他の物品賃貸業のうち

貸業 音楽・映像記録物賃貸業

Ｌ学術研究、専門・ ７４技術サービス業（他 ７４６写真業

技術サービス業 に分類されないもの）

Ｍ宿泊業、飲食サー ７５宿泊業 ７５１旅館、ホテル

ビス業 ７６飲食店 ７６１食堂、レストラン（専門料

理店を除く）

７６２専門料理店（料亭を除く）

７６３そば・うどん店

７６４すし店

７６７喫茶店

７６９その他の飲食店

７７持ち帰り・配達飲食 ７７１持ち帰り飲食サービス業

サービス業 ７７２配達飲食サービス業

Ｎ生活関連サービス ７８洗濯・理容・美容・ ７８１洗濯業

業、娯楽業 浴場業 ７８２理容業

７８３美容業

７８４一般公衆浴場業

７８９その他の洗濯・理容・美容

・浴場業

７９その他の生活関連サ ７９３衣服縫製修理業

ービス業 ７９９他に分類されない生活関連

サービス業のうち食品賃加

工業

８０娯楽業 ８０９その他の娯楽業のうちカラ

オケボックス業
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別記様式第１号（第８条関係）

年 月 日

苫前町長 様

申 請 者
住 所
ふりがな
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業交付申請書

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第８条の規定により補助金の交付を
受けたいので、関係書類を添えて申請します。
なお、町税その他町の収入金の納付状況について、課税台帳等公簿を参

照することについて同意します。

工 事 位 置 苫前町字

用 途 □ 専用店舗 □ 併用店舗

補助金対象工事費
円

（工事内訳書による）

住 所：
施 工 者 施工者名：

代表者名：

工事予定期間
【着 手】 年 月 日
【完 了】 年 月 日

添付書類
１ 住民票（戸籍謄本又は法人登記簿謄本）
２ 事業計画書（別記様式第２号）
３ 新築工事計画図
４ 工事費内訳書
５ 工事請負契約書又は見積書の写し
６ 新築工事の着手前の写真
７ 町税その他町の収入金を滞納（過年度分）していないことが確認
できる資料

８ 町商工会の推薦書（別記様式第３号）
９ その他町長が必要と認めるもの
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別記様式第２号（第８条第１項第２号関係）

事 業 計 画 書

１ 申請者の概要

氏名（法人は代表者）

住所

法人名（法人の場合）

事業所（予定地）
事業所名 ：

事業所所在地：

経歴

名称 番号 取得年月日

法律に基づく資格等

特許等 （具体的内容）

住所

事業協力者の住所・氏 氏名

名・勤務先 勤務先

役職

いずれかに◯をつける

１ 信用保証協会に対する求償債務者又は連帯保証人になって いる・いない

２ 現在、差押、仮差押、破産、再生、会社整理、競売等の
いる・いない

法的手続きを受けて

３ 現在、公租公課を滞納して いる・いない

４ 現在、銀行取引停止処分を受けて いる・いない

取引金融機関名

口座種目

口座名義人

口座番号

２ 事業の概要

事業着手予定年月 年 月

事業予定場所

店舗開設等予定年月 年 月

事業形態 個人・法人・ＮＰＯ 資本金 千円

業種
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ア 該当する（下記から該当分野を選ぶ） イ 該当しない

コミュニティビジネス ①高齢者障害者福祉 ⑥商店街活性化

について ②子育て支援 ⑦特産品の販売

③子供の健全育成 ⑧まちづくり支援

④文化・スポーツ振興 ⑨観光・交流

⑤環境保全・リサイクル ⑩その他

従業員数（当初）
人 なし

（内訳：常用 人・臨時 人）

・必要なし 名称 番号 取得年月日

許認可の状況 ・取得済

・申請中

事業計画

生産（販売）計画 年間売上（ 年度） 万円を予定

主要製品（商品名）

主取引先（販売先）

又はターゲット

３ 資金計画

所要資金 調達方法

内 訳 金額（千円） 内 訳 金額（千円）

自己資金

店

舗 苫前町からの補助金

新 （ ）

築 金融機関等からの借入金

費 （ ）

投 その他

資 （親・兄弟・知人・友人等

金 からの借入）

運 商品仕入、経費 その他

転 支払い資金など

資

金

合 計 合 計
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４ 収支計画

内 訳 １年目 ２年目 ３年目

売 千円 千円 千円

上

等

計 Ａ

経

費

等

計 Ｂ

差 Ａ－Ｂ
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別記様式第３号（第８条第１項第８号関係）

年 月 日

苫前町商工会長 様

苫前町店舗新築補助事業に係る推薦申込書

このことにつきまして、私は苫前町商工会に加入予定であり、店舗新築
補助事業を受けたいので推薦をお願いします。

法人名 フリガナ

印

氏 名 フリガナ

申 （代表者）
込

住 所
〒

人
電 話

連絡先 ＦＡＸ
メール

苫前町長 様

上記の者について、苫前町店舗新築補助事業の対象者として推薦いた
しますので、よろしくお取計らい願います。

年 月 日

苫前町商工会長 印
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別記様式第４号（第９条関係）

年 月 日

様

苫前町長 印

苫前町店舗新築補助事業交付決定（却下）通知書

補助金の交付申請について、苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第９条
の規定による補助金の交付を決定（却下）しましたので、通知します。

条 件

却下理由
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別記様式第５号（第１０条第１項関係）

年 月 日

苫前町長 様

申 請 者
住 所
ふりがな
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業変更承認申請書

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により補助金
交付申請の変更について、関係書類を添えて申請します。

交付決定年月日 年 月 日

変 更 の 概 要

住 所：
施 行 者 施工者名：

代表者名：

添付書類（変更分のみ提出）
１ 新築工事変更計画図
２ 工事費変更内訳書
３ 工事請負契約書又は見積書の写し
４ その他町長が必要と認めるもの
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別記様式第６号（第１０条第２項関係）

年 月 日

様

苫前町長 印

苫前町店舗新築補助事業変更承認（不承認）通知書

補助金の変更承認申請について、苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第
１０条第２項の規定による補助金の変更を承認（不承認）しましたので、
通知します。

条 件

却下理由
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別記様式第７号（第１１条関係）

年 月 日

苫前町長 様

申 請 者
住 所
ふりがな
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業工事中止届

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記の理
由で事業を中止しようとすることを届け出ます。

交付決定年月日 年 月 日

中 止 の 理 由
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別記様式第８号（第１２条関係）

年 月 日

苫前町長 様

申 請 者
住 所
ふりがな
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業工事着手届

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のと
おり事業に着手したことを、関係書類を添えて届け出ます。

交付決定年月日 年 月 日

着 手 日 年 月 日

添付書類
１ 新築工事の着手前の写真（工事着手前の状況を撮影したもので

日付が分かるもの）
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別記様式第９号（第１３条第１項関係）

年 月 日

苫前町長 様

申 請 者
住 所
ふりがな
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業工事完了届

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定に基づき、下
記のとおり事業が完了したことを、関係書類を添えて届け出ます。

交付決定年月日 年 月 日

完 了 日 年 月 日

添付書類
１ 新築工事の着手前、工事中及び完了時の写真

（それぞれの状況を撮影したもので日付が分かるもの）
２ 新築工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
３ その他町長が必要と認めるもの
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別記様式第１０号（第１４条第１項関係）

年 月 日

様

苫前町長 印

苫前町店舗新築補助事業補助金額確定通知書

苫前町店舗新築事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により補助金
の額を確定したので、通知します。

補助金交付決定額

一金 円也
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別記様式第１１号（第１４条第２項関係）

年 月 日

苫前町長 様

住 所
氏 名 印

（電話 ）

苫前町店舗新築補助事業請求書

下記のとおり請求します。

記

一金 円也

郵便局以外の金融機関名

（ ）（ 支店）

振
込 預金種目 口座番号
先

（普通・当座・その他）

フリガナ

口座名義人


